
大規模災害時における公共建築物の清掃、消毒等に関する協定書

富山県 (以下 「甲」とい う。)と 社団法人富山県 ビル メンテナ ンス協会 (以下 「乙」とい

う。)は、地震等の大規模災害発生時における公共建築物の清掃、消毒等の環境衛生に関

し、次のとお り協定を締結する。

(趣旨)

第 1条  こ の協定は、富山県内において地震等の大規模災害 (以下 「災害」とい う。)が発

生 した場合に、甲が乙に公共建築物の清掃、消毒等の協力を要請す るに当たって必要

な事項を定めるもの とする。

(定義)

第 2条  こ の協定において、「公共建築物」とは、甲又は市町村が所有 し、又は管理する

建築物をい う。
▼

(協力要請)

第 3条  甲 は、災害時において必要 と認 めるとき又は市町村か ら要請があつた ときは、

次に掲げる業務 (以下「協力業務」とい う。)について、乙に協力を要請す ることができ

るものとする。

(1)公 共建築物の環境衛生状況の調査及び当該調査に基づ く対処方法の検討並びに

それ らについての甲に対す る報告

(2)公 共建築物の応急的措置

ア 清 掃、消毒等の環境衛生上の応急的措置 (人員の派遣、資機材及び薬剤の支援

等)

イ そ の他 甲が必要 と認める業務

2 前 項の規定による協力の要請は、要請書 (様式第 1号 又は様式第 2号 )に より行 う

もの とす る。ただ し、緊急を要する場合は、 口頭又はその他の方法で要請 し、そ
?後   !ジ

速やかに要請書を送付す るもの とする。

3 乙 は、この協定に基づ く協力業務が円滑に行われるよう、あらか じめ協力体制を整

備 し、その内容を甲に報告す るものとする。

4 乙 は、前項の規定による報告の内容に変更が生 じたときは、速やかに甲に報告する

ものとする。

5 乙 は、第 1項 の規定による協力の要請があったときは、協力業務に可能な限 り協力

するものとする。

6 乙 は、協力業務を実施 した ときは、報告書 (様式第 3号 又は様式第 4号 )に より甲

に報告す るものとす る。

(費用の負担)

第 4条  前 条第 1項 第 1号 に規定する協力業務及び同項第 2号 に規定する協力業務の う

ち人員の派遣に要する費用は、乙が負担するものとする。
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2 前 条第 1項 第 2号 に規定する協力業務の うち資機材、薬剤等の購入に要する費用は、

甲又は協力を要請 した市町村が負担するものとする。

3 前 項の規定により甲又は協力を要請 した市町村が負担する費用の金額は、災害時直

前の通常の単価により算出した額を基準 として定めるものとす る。

(損害補償)

第 5条  協 力業務により生 じた損害 (第二者に及ぼした損害を含む。)の補償については、

当該業務を行つた乙の会員が負担するもの とす る。

(連絡窓 日)

第 6条 この協定に関する連絡窓日は、甲にあつては富山県厚生部生活衛生課 とし、乙に

あつては社団法人富山県 ビルメンテナンス協会事務局 とする。

(協定の効力)

第 7条 この協定の有効期間は、締結の 日か ら平成 26年 3月 31日 までとする。ただし、

この協定の有効期間満了の 1か 月前までに、甲又は乙か ら文書により何 らの意思表示

がなされない ときは、更に 1年 間延長 されるものとし、その後においても同様 とする。

(協議事項)

第 8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関 して疑義が生 じたときは、その都度、

甲乙協議 して決定す るものとす る。

この協定の締結を証す るため、本協定書 2通 を作成 し、甲乙記名押印の うえ、各 自そ

の 1通 を保有するものとする。

平成 25年  2月 19日

甲  富 山県富山市新総出輪 1番 7号

富山県知事  石  井  隆

り甲

乙 富山県富山市安養坊 86-4

の う


